
　

要綱

所
管

福祉部

身体障害者手帳、愛の手帳、精神保健福祉手帳の所持者

〔法令等名〕

事業区分

その他サービス

平成２７年度　事務事業評価シート

障害者総合支援法、台東区障害者地域生活支援事業実施要綱根拠法令等

事業対象

事務事業名 心身障害者日中一時支援
障害福祉課

93

なし

日中に一時的な見守りサービスを必要とする障害者（児）に支援を行う。
　一般型…日中介護する者がいない方を対象とし活動の場の提供、見守り等を行う。
　放課後支援型…両親の就労等で介護できない高校生を対象に、放課後等に活動の場の提供、見守り等を行う。
　医療的ケア支援型…日中介護する者がいない医療的ケアが必要な高校生以上を対象とし、見守り等を行う。
◇生活保護及び区民税非課税世帯　⇒　 全額無料　　◇区民税課税世帯⇒　 原則費用の１０％（軽減措置あり）

補助金の有無
委託内容

２６年度

国・都

人支給決定者数

事業内容

委託の有無

事業目的

指標の名称種　別 (単位)

活動指標
83

[事業開始]

主として家族の病気等で介護をする者がいない障害者（児）に対して、日中において一時的な見守りサービスなどを提供し、
障害者（児）の地域での生活を支援することを目的とする。

3,946

852

人
成果指標

利用者数

417　人にかかるコスト（人件費など）

3

2,933

新規利用や更新時において、利用実績や当事業利用の必要性を判断し支給決定を行っている。その際、地区担当の
他経理担当者も二重確認を行うことで決定内容の正確性の向上及び情報の共有化を図るよう努めた。

0

35

443

32

4,796

0

9,450

　決算額　　(単位：千円) 4,896

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）

延利用日数

850

手段の適切性

事務事業コスト

(単位：千円)

[評価の理由]（区民生活への影響を十分考慮すること）

[放課後支援型][医療支援型]は平成２５年度より利用実績が減少したが、医療的ケアに対応で
きる事業は限られており、障害者本人の日常活動の支援、家族の一時的な休息を目的とした当
事業は継続していく必要がある。

3
評
価
の
視
点

評価 評価の理由

障害者（児）とその家族にとり、地域で生活していくうえで、日中活動や放課後過ごす場の提供、社会参加訓練
としての役割、また緊急時の一時預かりや介護者の休息的機能を持つ日中一時支援の必要性は高い。

維持

評
価
結
果

目標値には達していないが、障害者（児）の日中の活動の場の提供・見守りといった事業としての目的は達成
できている。

3 [一般型]、[放課後支援型]、[医療的ケア支援型]と利用者のニーズに合わせた形態を取り、適切性が図られて
いる。

２６年度から基幹系システムと完全連携したことにより、住民記録情報や課税状況の把握がより迅速かつ正確
に行われるようになった。

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

今後の方向性

目的達成度 3

3,946

5,314

財源項目

(単位：千円)

必要性

0

前回評価から
改善した事項

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）

　一般財源（区負担額） 2,995

0

4,612 1,863

5,690

10,302

2,319

効率性

660 586日

30

87

26

0

事業の開始・終了年度

事
務
事
業
の
概
要

事
務
事
業
の
実
績

年度平成 91 [終了予定] 年度-　 　

9,449

4,897

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費）

　その他のコスト（扶助費・補助費など）

　総経費

２５年度２４年度
目標値

（２９年度）

108

0

1,032


